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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１０月１５日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市大島北方沖（蟹瀬諸礁
かにせしょしょう

） 

長崎県佐世保市所在の高後埼
こうござき

灯台から真方位２５２°７,０００ｍ

付近 

（概位 北緯３３°０４.９′ 東経１２９°３５.７′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 壱丸玖
いちまるきゅう

翼
よく

龍
りゅう

、１９トン 

 ＮＳ２－２３４４１（漁船登録番号）、エテルナ・ワコー株式会社 

 ２２.４５ｍ（Lr）×４.７３ｍ×１.７２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ（動力漁船登録票による）、平成２４年

４月２７日 

 第２９２－５００００号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１１年３月５日 

  免許証交付日 平成２１年２月１６日 

         （平成２６年３月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ軸及びプロペラ翼の曲損、船尾船底に亀裂 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員３人が乗り組み、平成２５年１０月１５日

０６時ごろ、長崎県五島市福江島南方沖での操業を終え、水揚げのた

め、佐世保市相浦港へ向かった。 

 本船は、船長が、単独で自動操舵による操船を行い、通常、西海市

片島西方沖を航行していたが、海上が時化
し け

模様で強風により、波しぶ

きを北方から受けていたことから、少しでも風浪を避けようと思い、

片島東方の陸地寄りを航行することとし、大島と片島間を北東進し

た。 

船長は、左舷前方から受ける波しぶきにより、船首方の視界が悪い

中、ＧＰＳプロッターを６.３２海里（Ｍ）レンジに設定し、ＧＰＳ
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プロッターの画面には、本船の航行方向に蟹瀬諸礁及びいくつかの点

が表示されていたが、航行方向は同諸礁からは外れており、大丈夫だ

と思い、航行を続けた。（付図１参照） 

付図１ 本事故当時表示していたＧＰＳプロッター画面及び推定航行経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、大島北方沖を約１１ノットの速力で北東進中、０９時３０

分ごろ、船底に衝撃を受け、蟹瀬諸礁の浅瀬に乗り揚げた。 

 本船は、プロペラ軸等を損傷したことから、航行不能となり、無線

連絡により、来援した僚船に満潮時を待って引き下ろされ、相浦港ま

でえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風速 約８～１０m/s、視界 良好 

海象：海上 時化模様、波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

特記事項：長崎地方気象台の気象警報及び注意報の発表状況 

西海市 １５日０４時５０分発表 強風及び波浪注意報 

 その他の事項 

 

 船長は、蟹瀬諸礁付近の航行経験がなかった。 

 船長は、蟹瀬諸礁付近には浅瀬が点在しており、ＧＰＳプロッター

の画面には浅瀬が点で表示されることを知らなかった。 

 船長は、ＧＰＳプロッターの画面を見ながら、目視による見張りを

行っていたが、波しぶきで船首方の視界が悪く、海上には白波が立っ

ていたので、蟹瀬諸礁の大きな水上岩しか目視することができなかっ

た。 

 船長は、水揚げ終了後に休漁による休暇に入ることから、休めると

いう安堵感を感じながら、操船していた。 

 甲板員３人は、それぞれ船室で休息をとっていた。 

 本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約３.０ｍであった。 

 なお、本事故後、本船のＧＰＳプロッターにおいて、本事故発生場

所付近の６.３２Ｍレンジ画面とその拡大表示画面を比べたところ、

乗り揚げた場所付近の浅瀬は、双方が点での表示であった。 

本事故発生場所（H25.10.15  09:30 ごろ発生） 蟹瀬諸礁 

片島 

通常の

コース 

推定航行経路 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、大島北方沖を北東進中、船長が、点在する蟹瀬諸礁の浅瀬

の存在を知らず、また、ＧＰＳプロッターの画面に映っていた点が浅

瀬を表示するものであることを知らずに航行したことから、同諸礁の

浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、大島北方沖を北東進中、船長が、点在する蟹瀬

諸礁の浅瀬の存在を知らず、また、ＧＰＳプロッターの画面に映って

いた点が浅瀬を表示するものであることを知らずに航行したため、同

諸礁の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行経験のない海域を航行する場合は、水路状況の調査を十分に

行うこと。 

・ＧＰＳプロッター等の航海計器に習熟し、安全な航行に努めるこ

と。 

 
定置網 平戸島 


